
 
  
 
 

講座受講料およびアスレチックコーナー利用料改定のご案内 

 

いつも岡山市ふれあい公社の運営にご支援を賜り、誠にありがとうございま

す。 

岡山市ふれあい公社が主催する講座の受講料および、アスレチックコーナー

の利用料につきましては、開館以来約 30 年間、消費税分を除いては値上げを

行わずに運営してまいりました。 

しかしながら、昨今の物価高騰等により本事業の継続が非常に厳しい状況と

なっております。 

つきましては、令和 7 年 4 月より受講料および利用料を改定させていただく

こととなりました。 

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
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